
n=786

(1)夫は外で働き、妻は家庭を守
るべきである

(2)一家の長は男性であるべきだ

(3)子どものしつけのためであれ
ば、たたいたり、ぶったりしてもよ
い

(4)女性は男性のリードに従う方
がよい

51.5 

62.2 

35.6 

26.9 

47.6 

36.5 

62.7 

71.6 

0.9 

1.3 

1.7 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成派 反対派 無回答

図表１ 回答者の職業 

図表２ 「ＤＶ防止法の認知度」〔全体、性別〕 

図表１ 「性別役割分担等に対する意識」〔全体〕 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．性別役割分担等に対する意識 

 「(1)夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」

「(2)一家の長は男性であるべきだ」は、『賛

成派』がそれぞれ 51.5%、62.2%と、半数以

上となっています。一方、「(3)子どものしつ

けのためであれば、たたいたり、ぶったりし

てもよい」「(4)女性は男性のリードに従う方

がよい」は、『反対派』がそれぞれ62.7%、71.6%

と、多くなっています。 

【図表 1 参照】 

 

 

２．ＤＶ防止法の認知度 

 全体では、「法律があることも、その内容も知っている」は 24.9%、「法律があることは知っているが、

内容はよく知らない」は 67.9%と、少なくとも法律があることを知っている人は、92.8%となっています。

また、性別では、「法律があることも、その内容も知っている」は、「男性」が 28.8%と、「女性」の 22.4%

と比べて、6.4 ポイント高くなっています。【図表 2 参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H23年度
n=786

H20年度
内閣府
n=3,129

H23年度
n=482

H20年度
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H23年度
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男性
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67.9 

63.9 
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61.1 

6.4 

22.3 

5.6 
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7.5 

24.8 

0.8 

1.6 

1.0 

1.9 
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1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法律があることも、その内容も知っている

法律があることは知っているが、内容はよく知らない

法律があることも、その内容も知らなかった

無回答

H23年度
n=786

H20年度
内閣府
n=3,129

H23年度
n=482

H20年度
内閣府
n=1,675

H23年度
n=295

H20年度
内閣府
n=1,454

全体

女性

男性

24.9 

12.2 

22.4 

11.7 

28.8 

12.9 

67.9 

63.9 

71.0 

66.2 

63.4 

61.1 

6.4 

22.3 

5.6 

20.2 

7.5 

24.8 

0.8 

1.6 

1.0 

1.9 

0.3 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法律があることも、その内容も知っている

法律があることは知っているが、内容はよく知らない

法律があることも、その内容も知らなかった

無回答
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法律があることも、その内容も知っている

法律があることは知っているが、内容はよく知らない

法律があることも、その内容も知らなかった

無回答

 

H23年度
n=786

H20年度
内閣府
n=3,129

H23年度
n=482

H20年度
内閣府
n=1,675
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n=295

H20年度
内閣府
n=1,454

全体

女性

男性

24.9 

12.2 

22.4 

11.7 

28.8 

12.9 

67.9 

63.9 

71.0 

66.2 

63.4 

61.1 

6.4 
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5.6 

20.2 

7.5 

24.8 
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1.6 

1.0 
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1.2 
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法律があることも、その内容も知っている

法律があることは知っているが、内容はよく知らない

法律があることも、その内容も知らなかった

無回答

配偶者等における暴力に関する調査（ダイジェスト版） 

 

千葉市男女共同参画センターでは、「配偶者等における暴力に関する調査」を実施しました。 

本調査は、配偶者等における暴力に関する市民の意識と実態を把握し、今後の具体的施策の基礎
資料とすることを目的としています。なお、本調査を実施するにあたり、「夫婦やパートナーとの
日常生活についての調査」として行いました。 

 

＊ 調査の対象 千葉市在住の 20 歳以上の男女各 1,500 人（無作為抽出） 

＊ 調査の方法 郵送配布―郵送回収法 

＊ 調査の期間 平成 23 年 8 月 26 日～平成 23 年 9 月 10 日 

＊ 回収の状況 有効回答数：786 件（有効回答率：26.2％） 

 注 1) ％は小数点以下第 2 位を四捨五入し、小数点以下第 1 位までを表記しているため、％の合計が 

100％にならないことがあります。 

 注 2) グラフは、内容に応じて、抜粋したものを掲載しています。 



H23年度
n=316

H18年度
n=326

H23年度
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H18年度
n=220

H23年度
n=81

H18年度
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女性

男性
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31.0 
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63.4 
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5.6 

5.8 
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相談経験あり 相談経験なし 無回答

図表５ 「加害と被害の経験」〔性別・抜粋〕 

図表６ 「相談経験の有無〔性別〕 

 命令する口調でものを言う

大声でどなる・ばかにする・のの
しる

病気でも代わりに家事をしてくれ
ない

意に反して性行為を強要する
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せる
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どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力にあたる場合も、そうでない場合もあると思う

暴力にあたるとは思わない

無回答
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どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力にあたる場合も、そうでない場合もあると思う
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無回答

どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力にあたる場合も、そうでない場合もあると思う

暴力にあたるとは思わない

無回答

どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力にあたる場合も、そうでない場合もあると思う

暴力にあたるとは思わない

無回答

図表３ 「身体を傷つける可能性のある物でなぐる」〔年代別〕 図表４ 「交友関係や電話を細かく監視する」〔年代別〕 

３．暴力に対する認識 

 「身体を傷つける可能性のある物でなぐる」（身体的暴力）については“暴力にあたる”と考える人の割

合が多いですが、「交友関係や電話を細かく監視する」（精神的暴力）については“暴力にあたる”と考える

人の割合は比較的少なっています。特に「20 代」では低い割合となっています。【図表 3・４参照】 

 

４．加害と被害の経験 

被害経験では、男女とも「命令する口調でものを言う」（「女性」19.0%、「男性」14.9%）と「大声でど

なる・ばかにする・ののしる」（「女性」17.9%、「男性」13.8%）が上位 2 項目で、いずれも女性が多くな

っています。また、加害経験では、「大声でどなる・ばかにする・ののしる」（「女性」10.2%、「男性」16.4%）

と「命令する口調でものを言う」（「女性」9.3%、「男性」14.9%）が上位 2 項目で、いずれも男性が多くな

っています。                                【図表 5 参照】 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

５．暴力をふるわれた後の相談の実態 

 全体では、「相談経験あり」が 51.8%と 

なっており、平成 18 年度と比べて、やや 

増加しています。また、性別では、「相談

経験あり」は、「女性」が 60.3%と、「男

性」の 31.0%と比べて、29.3 ポイント

高くなっています。平成 18 年度と比べる

と、「女性」の割合はほぼ同じで、「男性」

では 8.6 ポイント高くなっています。                                        

【図表 6 参照】 

 

 

 

 

 

 



言い返した、反撃した  

我慢した

口をきかなかった

離婚や別居を考えた

何もしなかった・何もできな
かった

なだめて止めようした

その場から逃げようとした・
逃げた

食事を別にした

助けを求めた

警察を呼んだ

その他

覚えていない

無回答

49.4 

44.6 

35.5 

25.9 

13.3 

5.4 

11.4 

4.8 

4.2 

1.8 

6.6 

1.2 

4.2 

50.7 

46.5 

28.2 

12.7 

9.9 

25.4 

7.0 

1.4 

0.0 

2.8 

1.4 

2.8 

1.4 

0 20 40 60 
(%)

H23年度

女性(n=166)

男性(n=71)

49.5 

22.3 

34.5 

23.6 

16.8 

9.5 

11.8 

3.2 

2.7 

0.9 

2.7 

1.4 

6.4 

41.7 

29.1 

27.2 

7.8 

20.4 

23.3 

3.9 

2.9 

0.0 

0.0 

2.9 

2.9 

4.9 

0 20 40 60 
(%)

H18年度

女性(n=220)

男性(n=103)

図表７ 「暴力をふるわれた時の行動」〔性別〕 

図表８ 「暴力をふるったことについての意識」〔全体、性別〕 

H23年度
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42.7 

39.1 

48.1 

41.1 

34.9 

36.2 

24.7 

17.1 

27.2 

18.3 

21.0 

15.6 

10.8 

21.7 

9.3 

21.3 

13.6 

22.9 

7.3 

10.2 

4.8 

8.4 

11.5 

13.0 
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3.7 

4.4 

6.3 

11.7 

7.3 

8.7 

6.9 

14.6 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あなた自身は知らせないが、公的機関や警察に相談するようにアドバイスすると思う

相談者に確認してから公的機関や警察に知らせると思う

ひどい暴力の場合には公的機関や警察に知らせるが、それ以外は知らせないと思う

暴力の軽重に関わらず、公的機関や警察に知らせると思う

特になにもしない

無回答

図表９ 「これから相談を受けた場合、公的機関や警察に通報するか」〔全体、性別〕 

６．暴力をふるわれた時の行動 

 性別では、「離婚や別居を考えた」について、 

「女性」が 25.9%と、「男性」と比べて、13.2 ポ

イント高くなっています。また、年度別では、「我

慢した」について、「女性」が 44.6%、「男性」が

46.5%と、平成 18 年度と比べて、それぞれ 22.3

ポイント、17.4 ポイントずつ高くなっています。     

【図表 7 参照】 

 

 

 

 

 

 

７．暴力をふるったことについての意識 

 暴力をふるったことについての意識としては「あまり良いことではないが、親しい関係ではこうしたこ 

とは時に必要である」が 26.0%（「女性」23.5%、「男性」29.6%）と最も多くなっています。【図表 8 参照】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．配偶者等における暴力に対する周囲の意識 

 これから相談を受けた場合、公的機関や警察に通報するかについては、男女ともに平成 18 年度と比べて、

「相談者に確認してから公的機関や警察に知らせると思う」の割合が増加しています。【図表 9 参照】 
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14.0 

21.0 

17.8 

13.5 

14.0 

14.3 

14.7 

12.3 

13.6 
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8.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あまり良いことではないが、親しい関係ではこうしたことは時に必要である

相手の態度が改まるのであれば、やめようと思う

自分が悪かったと思い、その後は同じことをしていない

たいしたことではなく、特に問題はないと思う

自分が悪かったと思い、やめようと思うが、同じ事を繰り返してしまう

専門家に相談してみたいと思う

その他

無回答



『ちば男女共同参画基本計画 新ハーモニープラン（後期計画・平成 23～27 年度）』の基本目標の一つに

「男女平等と人権の尊重」があり、“配偶者等からの暴力の防止と被害への対応”を重点施策と位置付け、

方向性や目標を定めて推進しているところである。今後とも、市民一人ひとりのＤＶの理解を深め、暴力の

潜在化を防ぐために、ＤＶに関する研修や学習機会の充実、さまざまな広報媒体をつかった啓発を図る必要

がある。 

９．今後に向けて 

 

１ 性別役割分担意識の解消に向けた啓発の推進 

  「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」、「一家の長は男性であるべきだ」といった性別役割分担意識は、全

体の半数以上が賛成派であり、「女性」よりも「男性」で、若年層よりも高年齢層で「賛成派」が多いという

傾向が見られた。今後、固定的な性別役割分担意識の解消に向けて、“気づき”の場となるような各種講座等を

開催し、特に男性や高齢者にも男女共同参画の理解を促進していく。 

 

２ 配偶者等における暴力防止に関する啓発の推進 

  ＤＶ防止法の認知度では、少なくとも法律があることを知っている人は 9 割を超えていたが、その内容まで

知っている人は 2 割半と少ない。また、「身体を傷つける可能性のある物でなぐる」「刃物などを付きつけて、

おどす」といったような身体的暴力については“暴力にあたる”という認識が高いものの、「何を言っても長時

間無視し続ける」「大声でどなる」といった心理的暴力については、“暴力にあたる”という認識が低いという

結果であった。これらのことから、身体的な暴力に限らない様々な形態の暴力が身近に存在することについ

て、ＤＶ防止に関する講座を通じて認知を高め、配偶者等における暴力防止の普及・啓発に努めていく。 

 

３ 千葉市男女共同参画センターの相談窓口の認知度向上 

  相談できる窓口を知らない人は 6 割以上となっており、特に「20 代」では 7 割以上と多くなっている。ま

た、知っている窓口について、当センターは 3 割弱と、他の相談機関と比べて低くなっている。以上の点か

ら、若者向けＤＶ防止講座をはじめとする出張講座でパンフレットを配布するなど、外部への情報発信を今

後さらに強化し、ひいては当センターの認知度向上につなげていく。 

 

４ 若年層へ向けたあらゆる暴力の防止のための意識啓発 

  配偶者等との間で暴力をふるうことについての意識では、特に「20 代」において「どんな場合でも暴力に

あたると思う」の割合が低い傾向にある。「平手で打つ」、「足でける」をはじめ、11 項目のうち 7 項目におい

て最も低い割合となっている。これは、場合によっては暴力を容認するという考え方の表れである。以上の点

から、引き続き、若者向けＤＶ防止講座等であらゆる暴力防止のための意識啓発を行うことにより、交際相手

や配偶者からの暴力の未然防止、早期発見につなげていく。 

 

５ 男性被害者が相談できる環境づくり 

  暴力をふるわれた後の相談経験は「相談経験あり」が 5 割以上となっている。しかしながら、性別での相談

経験の割合は、女性が 6 割であるのに対し、男性は 3 割と非常に低い割合となっている。したがって、男性相

談窓口のさらなる周知を図り、男性でも気軽に相談できる環境づくりに努めていく。 

 

６ 被害者のための相談体制の充実 

  配偶者等による暴力の防止と対策では、「被害者のための相談体制の充実」を求める声が 6 割以上と最も多

い。また、当センター相談室におけるＤＶの相談件数は平成 17年度から平成 22年度にかけて増加傾向にある。

これらの点から、被害者を適切な支援につなげるため、関係機関との一層の連携を図るとともに、相談員をＤ

Ｖに関する外部の啓発講座や、研修への参加を積極的に進めることで、相談員の資質向上を図ることが重要で

ある。 

 

７ ＤＶのない社会に向けた広報・啓発 
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